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名古屋市交通局土木工事及び営繕工事における週休２日工事実施要綱（令和７年１０月） 

 

（趣旨） 

第１条 本要綱は、名古屋市交通局が施行する土木工事および営繕工事（建築工事、設備工

事、電気工事）における月単位の週休２日工事の実施にあたり必要な事項を定め、建設業

の労働環境改善に向けた意識向上を図るとともに、月単位の週休２日の普及を促進するこ

とを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

（１）週休２日制（４週８休）工事 

工事開始日から工事完了日までの対象期間において、全ての月で４週８休以上の現場

閉所を行い、就業者が休業できるよう取り組む工事。 

 

（２）週休２日交替制工事 

工事開始日から工事完了日までの対象期間において、全ての月で技術者および技能労

働者が交替しながら４週８休以上の休日を確保できるよう取り組む工事。 

 

（３）対象期間 

工事開始日から工事完了日までの期間のうち、次に掲げる期間を除いた現場作業のあ

る期間。 

ア 準備期間（工事開始日から現場着手日までの期間） 

イ 工場製作等の現場不稼働期間 

ウ 家屋調査など、現場外における調査等のみを行っている期間 

エ 工事事故等による現場不稼働期間 

オ 工事全体を一時中止している期間 

カ 天災（豪雨、出水、地震等）に対する突発的な対応期間 

キ 受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間 

ク 後片付け期間（施工完了から工事完了までの期間） 

ケ 夏季休暇 

コ 年末年始休暇 

サ その他、監督員が認めた期間 

 

（４）現場着手日 

現場事務所の設置、測量、資機材の搬入、仮設工事の開始等、現場で作業を開始し、

現場代理人が現場に継続的に常駐した最初の日。 
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（５）工事完了日 

工事完了届に記載された完了年月日 

 

（６）４週８休以上 

ア 週休２日制（４週８休）工事の場合 

対象期間内の現場閉所日数の割合（以下「現場閉所率」という。）が、全ての月

で２８．５％（８日／２８日）以上の水準に達する状態。降雨、降雪等による予

定外の閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。 

ただし、対象期間内の暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が２８．５％に満たな

い月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行ってい

る状態とする。 

イ 週休２日交替制工事の場合 

対象期間内に現場に従事した技術者及び技能労働者の各々の休日率を平均（以下

「平均休日率」という。）し、全ての月で２８．５％以上の水準に達する状態。

降雨、降雪等による予定外の閉所日についても、技術者及び技能労働者の各々の

休日に含めるものとする。なお、現場に従事した期間が１週間に満たない者は、

平均休日率の算出の対象としないものとする。 

 

（７）休日率 

対象期間内に現場に従事した技術者及び技能労働者の休日数の割合 

例えば４週８休の休日率は２８．５％（８日／２８日）となる。 

 

（８）現場閉所 

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所

での事務作業を含め、一日を通して現場や現場事務所が閉鎖されている状態。 

 

（対象工事） 

第３条 対象工事は次の各号に掲げる内容をふまえ工事所管課長が選定する。 

（１） 週休２日制（４週８休）工事 

現場閉所が可能な全ての工事を対象に、「週休２日制（４週８休）工事」として発注

することを原則とする。社会的要請や現場条件の制約等により現場閉所を行うことが

困難な工事については「週休２日交替制工事」として発注する。 

 

（２） 週休２日交替制工事 

現場閉所を行うことが困難な工事は、「週休２日交替制工事」として発注することを

原則とする。 

［現場閉所が困難な工事の例］ 

・公共性のある施設の維持管理工事等、緊急性が高く、休日（土日、祝

日、年末年始休暇、夏季休暇）に作業が必要な工事 
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・社会的要請や現場条件の制約等により、現場閉所を行うことが困難な工

事（交通規制、出水期、完成時期等の制約のある工事、連続施工せざる

を得ない工事（シールド、ニューマチックケーソン工事等）） 

・災害復旧工事 

 

（３） 週休２日対象外工事 

例外的に週休２日対象工事としないことも可能とする。 

［週休２日対象外工事の例］ 

・災害復旧工事のうち緊急復旧工事（緊急随契を行うような工事） 

・工事金額４００万円未満の工事 

・工期が１ヶ月未満の工事 

・工期の大半が工場製作であり、現場作業が１週間程度の工事 

・その他、やむを得ない事情により週休２日工事とすることが困難な工事 

 

（労務費、経費等の補正等） 

第４条 労務費、経費等の補正等は次のとおり行うものとする。 

（１）積算及び補正方法 

当初の予定価格から、４週８休以上を前提に次の各号に掲げる内容に基づき労務費、

経費等の補正を行い工事費を積算する。 

 

ア 土木工事 

下表に示す補正係数により労務費、経費等の補正を行う。 

週休２日制(４週８休)工事 週休２日交替制工事 

労務費    ：１．０２ 

共通仮設費率 ：１．０１ 

現場管理費率 ：１．０２ 

労務費    ：１．０２ 

 

現場管理費率 ：１．０２ 

市場単価     ：別紙１ 

土木工事標準単価 ：別紙２ 
同左 

 

イ 営繕工事 

下表に示す補正係数により労務単価、市場単価、補正市場単価及び物価資料の掲載

価格（材工単価）の補正を行う。 

週休２日制(４週８休)工事 週休２日交替制工事 

複合単価の労務単価      ：１．０２ 

 

市場単価、補正市場単価及び 

物価資料の掲載価格（材工単価）：別紙３ 

同左 
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（２）４週８休以上未達成時の対応 

「現場閉所率」もしくは「平均休日率」を確認し、４週８休に満たない場合、請負代

金額のうち（１）に基づく補正分を減額変更する。 

 

（対象工事である旨等の明示） 

第５条 対象工事である旨等の明示は、設計書の設計説明に「週休２日制（４週８休）工

事」もしくは「週休２日交替制工事」と記載するとともに、設計図書に「名古屋市交通局

土木工事及び営繕工事における週休２日制（４週８休）工事に関する特記仕様書（令和７

年１０月）」もしくは「名古屋市交通局土木工事及び営繕工事における週休２日交替制工

事に関する特記仕様書（令和７年１０月）」を添付する。 

また、工事件名の末尾に「（週休２日制）」もしくは「（週休２日交替制）」を付け加え

る。 

なお、週休２日対象工事としない場合においては、設計書の設計説明に「週休２日対象外

工事」と記載する。 

 

（「週休２日制(４週８休)工事」における現場閉所の確認方法） 

第６条 「週休２日制(４週８休)工事」における現場閉所の確認方法は、次に掲げるとおり

とする。 

（１）現場着手前 (４週８休) 

ア 「対象期間」の設定として、現場着手日、施工完了予定日及び工場製作のみを実

施する期間などの対象外とする期間を受注者と監督員の協議により決定する。 

イ 受注者は「現場閉所予定日」が記載された資料（現場閉所計画表、工程表など）

を監督員に提出し、監督員は提出のあった資料により月単位の週休２日が確保され

ていることを確認する。 

 

（２）現場着手後 (４週８休) 

ア 受注者は工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「現場閉所予定日」

が記載された資料（現場閉所計画表、工程表など）を監督員に提出し、監督員は提

出のあった資料により月単位の週休２日が確保されていることを確認する。 

イ 受注者は「現場閉所日」が記載された資料（現場閉所実績表、実施工程表など）

を定期的に監督員に提出し（毎月７日までに提出することを標準とする）、監督員

は月単位の週休２日の確保状況を確認する。 

ウ 発注者の都合により追加工事や工事一時中止を行うことになった場合など、対象

外とする期間等を変更する必要が生じた場合は、その都度、監督員と受注者が協議

する。 
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（３）対象期間終了後 (４週８休) 

受注者は対象期間終了後、月単位の週休２日が確保されていたこと（現場閉所率）が

確認できる資料（現場閉所実績表、実施工程表など）をすみやかに監督員に提出す

る。 

 

（「週休２日交替制工事」における休日取得状況の確認方法） 

第７条 「週休２日交替制工事」における休日取得状況の確認方法は、次に掲げるとおりと

する。 

（１）現場着手前 （交替制） 

ア 「対象期間」の設定として、現場着手日、施工完了予定日及び工場製作のみを実

施する期間などの対象外とする期間を受注者と監督員の協議により決定する。 

イ 受注者は「技術者及び技能労働者の各々の休日取得計画」を把握できる資料（休

日取得計画書、工程表など）を監督員に提出し、監督員は提出のあった資料により

月単位の週休２日が確保されていることを確認する。 

 

（２）現場着手後 （交替制） 

ア 受注者は工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「技術者及び技能労

働者の各々の休日取得計画」を把握できる資料（休日取得計画表、工程表など）を

監督員に提出し、監督員は提出のあった資料により月単位の週休２日が確保されて

いることを確認する。 

イ 受注者は「技術者及び技能労働者の各々の休日取得状況」を把握できる資料（休

日取得実績表、実施工程表など）を定期的に監督員に提出し（毎月７日までに提出

することを標準とする）、監督員は月単位の週休２日の確保状況を確認する。 

ウ 発注者の都合により追加工事や工事一時中止を行うことになった場合など、対象

外とする期間等を変更する必要が生じた場合は、その都度、監督員と受注者が協議

する。 

 

（３）対象期間終了後 （交替制） 

受注者は対象期間終了後、月単位の週休２日が確保されていたこと（平均休日率）が

確認できる資料（休日取得実績表、実施工程表など）をすみやかに監督員に提出す

る。 

 

（４）現場代理人の休日取得 （交替制） 

現場閉所を行わない日において、現場代理人が休日を取得する際には、監理技術者又

は主任技術者が現場に常駐することを原則とする。なお、現場代理人の代理として、

監理技術者又は主任技術者以外の者が従事する場合については、受注者は、経歴書及

び直接的雇用関係を確認するための書類を添付した上で、２開庁日前までに現場代理

人の代理として、監督員に通知すること。 
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（契約変更手続き） 

第８条 「４週８休以上」未達成時の契約変更は、未達成であることを確認できた段階です

みやかに行う。 

 

（「週休２日制（４週８休）工事」から「週休２日交替制工事」への変更） 

第９条 「週休２日制（４週８休）工事」として発注した工事において、受注者の責によら

ない事由により、「４週８休以上」未達成となることが見込まれる場合において、受注者

と監督員の協議により「週休２日交替制工事」に変更することができるものとする。 

２ 「週休２日制（４週８休）工事」から「週休２日交替制工事」へ変更する場合には、当

初設計から「週休２日交替制工事」として発注したものとしてみなし、第４条に基づく補

正分の差額を減額変更する。 

 

（工事成績評定） 

第１０条 工事成績評定の考査項目の考査項目別運用表において「休日・代休の確保」を標

準の評価項目として設定していることから、４週８休以上を実施できた場合は、この考査

項目で適切に評価する。 

 

（その他留意事項） 

第１１条 月単位の週休２日工事の実施にあたり、次のことに留意すること。 

（１）監督員は、緊急に対応しなければならない場合を除き、現場閉所の前日などに、現場

閉所日の作業が発生するような指示等は行わないように配慮すること。 

 

（２）一つの工事現場において、複数の工事（土木工事、設備工事、内装工事、電気工事

等）を分離発注する場合は、後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工程に遅延が

生じないように工期を設定するとともに、監督員は、各工事間の調整を受注者を含め協

力して実施する。 

 

附則 

この要綱は令和５年１０月３０日から施行し、令和６年４月１日以後に契約が行われる請負工

事に適用する。 

附則 

１ この要綱は令和６年１０月３０日から施行し、令和７年４月１日以後に契約が行われる請

負工事に適用する。 

２ 令和７年３月３１日以前に契約が行われる請負工事については、なお従前の例による。 

附則 

１ この要綱は令和７年１０月３０日から施行し、令和８年４月１日以後に契約が行われる請

負工事に適用する。 

２ 令和８年３月３１日以前に契約が行われる請負工事については、なお従前の例による。 

 



 

別紙１

国技建管第６号　令和７年３月１２日
「市場単価方式による週休２日の取得に要する費用の計上について(試行)」　（抜粋）



 

 

 

 

 

別紙２

国技建管第７号　令和７年３月１２日
「土木工事標準単価方式による週休２日の取得に要する費用の計上について(試行)」　（抜粋）



別紙３

国営積第７号　令和７年３月２５日
「営繕工事における週休２日促進工事の実施に係る積算方法等の運用について（改定）」　（抜粋）





（参考様式 １）【記載例】 提出日  令和〇年９月１日

日 曜日 現場閉所
計画

除外日
現場閉所

実績
対象日
実績

備考

1 月 ー ー ー ー 対象外（準備期間）
2 火 ー ー ー ー    〃
3 水  現場着手
4 木  
5 金 〇  雨天により現場閉所
6 土 〇 〇  
7 日 〇 ×  施設管理者との調整により一部作業実施
8 月 〇 〇  
9 火  
10 水  
11 木  
12 金  
13 土 ー ー ー ー 対象外（夏季休暇）
14 日 ー ー ー ー    〃
15 月 ー ー ー ー    〃
16 火  
17 水  
18 木  
19 金  
20 土 〇 〇  
21 日 〇 〇  
22 月 〇 〇  
23 火  
24 水  
25 木  
26 金 〇 〇  
27 土 〇 ■ 対象外（豪雨応急対応）
28 日  
29 月  
30 火  施工完了
31 水 ー ー ー ー 対象外（後片付け）

月次計 7 24

［月次報告］ ８月分
24
7

29.1 ％（少数第２位切り捨て）
5

現場閉所を実施した日数（②）
現場閉所率（②／①）
対象期間内の土曜日・日曜日の合計日数

対象期間日数     （①）

現場閉所計画・実績表 （週休２日制）
工事件名 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事（〇〇工事）（週休２日制）

工期  令和〇年７月１０日 〜 令和〇年９月２５日
受注者 〇〇建設株式会社

 令和〇年８月

（注）備考には現場着手日及び施工完了日、対象外とする日とその事由、計画日に休みを取得できなかった理由等を記入してください。

（注）除外日は、監督員と協議して決定してください。

当初予定日に閉所できなかった場合「×」を記載。
備考欄にその理由を記入。

「現場閉所率」の算出に用いる「対象日」に「 」を記載

降雨、降雪等による予定外の閉所も実績として計上。
備考欄にその理由を記入。

監督員との協議により決定した当初予定の除外日に
「ー」を記載。備考欄にその事由を記入。

施工途中に生じた当初予定外の除外日に「■」を記載。
備考欄にその事由を記入。



（参考様式 ２）【記載例】 提出日  令和〇年９月１日

休日取得計画・実績表 （週休２日交替制）
工事件名  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事（〇〇工事）（週休２日交替制）

工期  令和〇年７月１０日 〜 令和〇年９月２５日
受注者  〇〇建設株式会社

令和〇年８月 技術者・技能労働者

日
曜
日

現
場
閉
所
計
画

除
外
日

現
場
閉
所
実
績

対
象
日
実
績

監
理
技
術
者

(

元
請

)

現
場
代
理
人

(

元
請

)

A
技
術
者
 

(

元
請

)

B
作
業
員

(

一
次
・
X
社
）

C
作
業
員

(

一
次
・
Y
社
）

D
作
業
員

(

二
次
・
Z
社
）

F
作
業
員
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備考

1 月 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 対象外（準備期間）
2 火 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー    〃
3 水  勤 勤 勤 勤 勤 勤 勤 現場着手
4 木  勤 勤 勤 勤 勤 勤 勤
5 金 〇  休 休 休 休 休 休 休 雨天により現場閉所
6 土  勤 休 勤 勤 勤 勤 勤
7 日 〇 ×  休 勤 休 勤 休 勤 休 施設管理者との調整により一部作業実施
8 月  休 勤 休 勤 勤 勤 勤
9 火  勤 勤 勤 勤 勤 休 ／
10 水  勤 勤 勤 勤 勤 休 ／
11 木  勤 勤 勤 休 勤 勤 ／
12 金  休 休 勤 勤 休 勤 ／
13 土 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 対象外（夏季休暇）
14 日 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー    〃
15 月 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー    〃
16 火  勤 休 勤 勤 休 勤 ／
17 水  勤 休 勤 勤 休 勤 ／
18 木  勤 勤 勤 勤 勤 勤 ／
19 金  勤 勤 勤 勤 勤 勤 ／
20 土  勤 勤 勤 休 勤 勤 ／
21 日 〇 ■ 休 勤 勤 休 勤 休 ／ 対象外（豪雨応急対応）
22 月  休 勤 休 休 ／ 休 ／
23 火  勤 休 勤 勤 ／ 勤 ／
24 水  勤 休 勤 勤 ／ 勤 ／
25 木  勤 勤 休 勤 ／ 勤 ／
26 金  勤 勤 勤 勤 ／ 勤 ／
27 土  勤 勤 勤 休 ／ 勤 ／
28 日 〇 〇  休 休 休 休 ／ 休 ／
29 月  勤 勤 勤 勤 ／ 休 ／
30 火  勤 勤 勤 勤 ／ 勤 ／ 施工完了
31 水 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 対象外（後片付け）

対象日計 ① 24 24 24 24 24 15 24 6
休日数 ② 7 8 6 7 5 7 2

休日率（②/①) 29.1 33.3 25.0 29.1 33.3 29.1 33.3
（注）備考には現場着手日及び施工完了日、対象外とする日とその事由、計画日に休みを取得できなかった理由等を記入してください。

（注）除外日は、監督員と協議して決定してください。

［月次報告］ ８月分

技術者・技能労働者 対象日(①) 休日数(②) 休日率(②/①)
監理技術者(元請) 24 7 29.1
現場代理人(元請) 24 8 33.3
A技術者(元請) 24 6 25.0
B作業員(一次・X社） 24 7 29.1
C作業員(一次・Y社） 15 5 33.3
D作業員(二次・Z社） 24 7 29.1
F作業員(二次・Z社） 6 2 対象外

平均休日率 29.8 ％

（注） 休日率、対象者休日率平均（％） ： 少数第２位切り捨て

当初閉所予定日に閉所できなかった場合「×」を記載。
備考欄にその理由を記入。

「休日率」の算出に用いる「対象日」に「 」を記載。

降雨、降雪等による予定外の閉所も実績として計上。
備考欄にその理由を記入。

監督員との協議により決定した当初予定の除外日に
「ー」を記載。備考欄にその事由を記入。

施工途中に生じた当初予定外の除外日に「■」を記載。
備考欄にその事由を記入。

出勤し作業を行った日に「勤」を、休日に「休」を記載。

現場代理人の代理として、監理技術者又は主任技術者以外の者（A技術
者）が従事しているため、要綱第７条第４号に定めのある通知が必要。

本工事に従事していない場合に「／」を記載し、対象日から除外して休
日率を算出。

従事期間が１週間に満たない者（この場合はF作業員）
は平均休日率の算出の対象外となります。


